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○放送法関係審査基準の一部を改正する訓令 新旧対照表           （下線部分は改正部分） 

 

改 正 案 現 行 

第１章～第６章 ［略］ 第１章～第６章 ［同左］ 

［別紙１・別紙２ 略］ ［別紙１・別紙２ 同左］ 

別紙３（第７条関係） 別紙３（第７条関係） 

衛星基幹放送の業務に関し、衛星基幹放送事業者に指定すること

のできる周波数が不足するときは、特別の事情がある場合を除き、

次に掲げる基準により比較審査を行うものとする。 

［同左］ 

１ ［略］ 

［⑴ 略］ 

１ ［同左］ 

［⑴ 同左］ 

⑵ 高精細度テレビジョン放送を行う衛星基幹放送の業務 ⑵ 高精細度テレビジョン放送を行う衛星基幹放送の業務及び当

該高精細度テレビジョン放送を行わない時間帯に二以上の標準

テレビジョン放送を行う業務であって次に掲げる事項のいずれ

にも適合するもの。 

［削る］ ア 当該二以上の標準テレビジョン放送に関し使用するトラン

スポンダ数の合計が当該高精細度テレビジョン放送に関し使

用するトランスポンダ数を超えないことが指定事項に明確に

記載されていること。 

［削る］ イ 一週間当たりの放送時間（当該二以上の標準テレビジョン

放送のうち一週間当たりの放送時間が最も長いものの放送時

間及び当該高精細度テレビジョン放送の放送時間の合計をい

う。）全体における当該高精細度テレビジョン放送の放送時

間の占める割合が 5 割を超えるものであることが放送事項に

別紙２ 
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明確に記載されていること。 

⑶ 標準テレビジョン放送を行う衛星基幹放送の業務 ⑶ 標準テレビジョン放送を行う衛星基幹放送の業務（高精細度

テレビジョン放送を行う場合において当該高精細度テレビジョ

ン放送を行わない時間帯に標準テレビジョン放送を行うものを

除く。以下同じ。） 

［⑷・⑸ 略］ ［⑷・⑸ 同左］ 

２ ［略］ 

⑴ 広告放送の割合 

一週間当たりの放送時間全体における対価を得て行う広告放

送に係る放送時間の占める割合が 3 割を超えないことが放送事

項に明確に記載されていること。 

２ ［同左］ 

⑴ 広告放送の割合 

一週間当たりの放送時間全体における対価を得て行う広告放

送（有料放送により行われるものを除く。以下同じ。）に係る

放送時間の占める割合が 3 割を超えないことが放送事項に明確

に記載されていること。 

 ［⑵～⑷ 略］  ［⑵～⑷ 同左］ 

３ ［略］ 

⑴ 事業計画の確実性 

次に掲げる事項その他事業計画の確実性を総合的に勘案し、

より業務の維持が確実な事業計画を有するものであること。 

３ ［同左］ 

⑴ 事業計画の確実性 

［同左］ 

ア ［略］ ア ［同左］ 

イ 事業開始後の収入及び費用の算出根拠の適正性並びに収入

の確実性 

イ 事業開始後の収入の算出根拠の適正性及び確実性並びに費

用算出の適正性 

［削る］ ⑵ 放送番組の制作及び調達等 

放送番組の制作及び調達の体制並びに放送番組の適正を図る

ための措置がより充実したものであること。 

⑵ 事業者の多様性 ⑶ 表現の自由の享有 
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認定を受けようとする者が、申請の際、衛星基幹放送事業者

でないこと。 

一の者が申請者の議決権の 10 分の１を超える議決権を有する

関係を法第２条第 32 号イの関係に該当するものとみなした場合

であっても、自由享有基準第８条に規定する基準に適合するこ

と。この場合において、同条第 7 号イの規定中「三分の一を超

え二分の一以下の場合における当該一の者と当該衛星基幹放送

の業務を行う者の関係を支配関係に該当しない」とあるのは、

「十分の一を超える場合における当該一の者と当該衛星基幹放

送の業務を行う者の関係を同号イの関係に該当する」と読み替

えるものとする。 

⑶ 放送番組の多様性 

［略］ 

⑷ 放送番組の多様性 

［同左］  

⑷ 広告放送の割合 

［略］ 

⑸ 広告放送の割合 

［同左］   

［削る］ ⑹ 個人情報の保護 

放送受信者等の個人情報保護に関するガイドライン（平成 29

年総務省告示第 159 号）を遵守するための体制がより充実した

ものであり、かつ、より充実した個人情報保護のための取組を

行うものであること。 

⑸ 青少年の保護 

［略］ 

⑺ 青少年の保護 

［同左］ 

⑹ 字幕番組等の充実 

字幕付与可能な放送番組に係る一週間当たりの放送時間全体

における字幕を付与する放送番組に係る放送時間の占める割合

がより高いこと。また、解説付与可能な放送番組に係る一週間

⑻ 字幕番組等の充実 

字幕付与可能な放送番組に係る一週間当たりの放送時間全体

における字幕を付与する放送番組に係る放送時間の占める割合

がより高く、かつ、解説放送を実施するものであること。 
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当たりの放送時間全体における解説を付与する放送番組に係る

放送時間の占める割合がより高いこと。 

⑺ 放送番組の高画質性 

超高精細度テレビジョン放送を行う場合は、放送事項に明確

に記載された一週間当たりの放送時間全体における超高精細度

テレビジョン放送（当該超高精細度テレビジョン放送の水平方

向及び垂直方向の輝度信号の画素数と同等以上の水平方向及び

垂直方向の輝度信号の画素数を有する超高精細度カメラ等によ

り制作・編集された放送番組を放送するものに限る。以下この

⑺において同じ。）に係る放送時間の占める割合がより高く、

かつ、超高精細度テレビジョン放送をより確実に行うことが可

能な体制があること。 

高精細度テレビジョン放送を行う場合は、放送事項に明確に

記載された一週間当たりの放送時間全体における高精細度テレ

ビジョン放送（ハイビジョンカメラ等により制作・編集された

放送番組の放送に限る。）に係る放送時間の占める割合がより

高いこと。 

⑼ 放送番組の高画質性 

超高精細度テレビジョン放送を行う場合は、超高精細度テレ

ビジョン放送（当該超高精細度テレビジョン放送の水平方向及

び垂直方向の輝度信号の画素数と同等以上の水平方向及び垂直

方向の輝度信号の画素数を有する超高精細度カメラ等により制

作・編集された放送番組を放送するものに限る。以下この⑼に

おいて同じ。）として放送する必要性がより高く、かつ、放送

事項に明確に記載された一週間当たりの放送時間全体における

超高精細度テレビジョン放送に係る放送時間の占める割合がよ

り高く、かつ、超高精細度テレビジョン放送をより確実に行う

ことが可能な体制があること。 

高精細度テレビジョン放送を行う場合は、高精細度テレビジ

ョン放送（ハイビジョンカメラ等により制作・編集された放送

番組の放送に限る。以下この⑼において同じ。）として放送す

る必要性がより高く、かつ、放送事項に明確に記載された一週

間当たりの放送時間全体における高精細度テレビジョン放送に

係る放送時間の占める割合がより高く、かつ、高精細度テレビ

ジョン放送をより確実に行うことが可能な体制があること。 

⑻ 災害に関する放送の実施 

［略］ 

⑽ 災害に関する放送の実施 

［同左］ 

［削る］ ⑾ 設備の維持 

［削る］ ⑿ 提供条件の説明及び苦情等の処理 
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⑼ 放送番組の視聴需要 

［略］ 

⒀ 放送番組の視聴需要 

［同左］ 

⑽ 周波数の有効利用 

使用するトランスポンダ数がより効率的であること。 

［削る］ 

 

 

 

［削る］ 

⒁ 周波数の有効利用 

次に掲げるトランスポンダ数の合計が 0.25 以上であること。 

ア 申請と同時に、当該申請について認定を受けることを停止

条件として衛星基幹放送の既存の放送番組に係る当該放送の

業務（高精細度テレビジョン放送を行うものを除く。）を廃

止する旨を届け出ているものに係るトランスポンダ数。 

イ 申請と同時に、当該申請について認定を受けることを停止

条件として行っている衛星基幹放送の既存の放送番組に係る

当該放送の業務の法第 97 条第３項の規定に基づく指定事項変

更申請（トランスポンダ数を削減するものに限る。）に係る

トランスポンダ数。 

⑾ 放送の能率的な普及 

［略］ 

⒂ 放送の能率的な普及 

［同左］ 

４ ［略］ ４ ［同左］ 

［⑴～⑷ 略］ ［⑴～⑷ 同左］ 

⑸ 全ての特定申請について周波数を指定することができる場合

以外の場合には、全ての特定申請について上記２の審査におい

て同順位となったものとみなし、上記３（⑴から⑶まで及び⑻

から⑽までを除く。以下この４において同じ。）及び⑼から⑿

までの規定により審査を行うものとする。 

⑸ 全ての特定申請について周波数を指定することができる場合

以外の場合には、全ての特定申請について上記２の審査におい

て同順位となったものとみなし、上記３（⑴から⑷まで、⑹及

び⑽から⒁までを除く。以下この４において同じ。）及び⑼か

ら⑿までの規定により審査を行うものとする。 

［⑹～⑻ 略］ ［⑹～⑻ 同左］ 
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⑼ 上記３⑷の規定による審査に当たっては、上記３⑷中「３割

を超えないことが放送事項に明確に記載されている」とあるの

は、「より少ないもの（放送事項に明確に記載されているもの

に限る。）である」とし、業務開始の予定期日から起算して３

年を経過する日の属する年度の末日までにおける広告放送に係

る放送時間の占める割合が３割を超える申請の上記３⑷の基準

への適合の度合いは、業務開始の予定期日から起算して３年を

経過する日の属する年度の末日までにおける当該割合が３割で

ある申請と同程度とする。 

⑼ 上記３⑸の規定による審査に当たっては、上記３⑸中「３割

を超えないことが放送事項に明確に記載されている」とあるの

は、「より少ないもの（放送事項に明確に記載されているもの

に限る。）である」とし、業務開始の予定期日から起算して３

年を経過する日の属する年度の末日までにおける広告放送に係

る放送時間の占める割合が３割を超える申請の上記３⑸の基準

への適合の度合いは、業務開始の予定期日から起算して３年を

経過する日の属する年度の末日までにおける当該割合が３割で

ある申請と同程度とする。 

⑽ 上記３⑺の規定による当該超高精細度テレビジョン放送をよ

り確実に行うことが可能な体制に係る審査に当たっては、超高

精細度テレビジョン放送識別措置を勘案するものとする。 

⑽ 上記３⑼の規定による当該超高精細度テレビジョン放送をよ

り確実に行うことが可能な体制に係る審査に当たっては、超高

精細度テレビジョン放送識別措置を勘案するものとする。 

⑾ 上記３⑾の規定による当該超高精細度テレビジョン放送の業

務に係る申請の審査に当たっては、業務開始の予定期日が当該

申請の認定の日から起算して１年６月を経過する日の属する年

の末日の前日までの申請の上記３⑾の基準への適合の度合いは

、業務開始の予定期日が当該申請の認定の日から起算して１年

６月を経過する日の属する年の末日である申請と同程度とする

。 

⑾ 上記３⒂の規定による当該超高精細度テレビジョン放送の業

務に係る申請の審査に当たっては、業務開始の予定期日が当該

申請の認定の日から起算して１年６月を経過する日の属する年

の末日の前日までの申請の上記３⒂の基準への適合の度合いは

、業務開始の予定期日が当該申請の認定の日から起算して１年

６月を経過する日の属する年の末日である申請と同程度とする

。 

⑿ 上記３の「その他放送の普及及び健全な発達への寄与の程度

」の審査については、上記３⑺の基準への適合性がより高い申

請を優先するものとする（上記３に掲げる各基準への適合の度

合いが総合的に同程度となる場合に限る。）。 

⑿ 上記３の「その他放送の普及及び健全な発達への寄与の程度

」の審査については、上記３⑼の基準への適合性がより高い申

請を優先するものとする（上記３に掲げる各基準への適合の度

合いが総合的に同程度となる場合に限る。）。 
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５ 上記１の審査において同順位となった二以上の超高精細度テレ

ビジョン放送（左旋円偏波の電波の周波数を使用するものに限る

。）の業務に係る申請について更に審査を行う必要があるときは

、上記２（⑴を除く。）及び３（⑴から⑷まで及び⑻から⑽まで

を除く。以下この５において同じ。）の規定によるほか、以下に

よること。 

５ 上記１の審査において同順位となった二以上の超高精細度テレ

ビジョン放送（左旋円偏波の電波の周波数を使用するものに限る

。）の業務に係る申請について更に審査を行う必要があるときは

、上記２（⑴を除く。）及び３（⑴から⑹まで及び⑽から⒁まで

を除く。以下この５において同じ。）の規定によるほか、以下に

よること。 

⑴ 上記３⑺の規定による当該超高精細度テレビジョン放送をよ

り確実に行うことが可能な体制に係る審査に当たっては、超高

精細度テレビジョン放送識別措置を勘案するものとする。 

⑴ 上記３⑼の規定による当該超高精細度テレビジョン放送をよ

り確実に行うことが可能な体制に係る審査に当たっては、超高

精細度テレビジョン放送識別措置を勘案するものとする。 

⑵ 上記３⑾の規定による当該超高精細度テレビジョン放送の業

務に係る申請の審査に当たっては、業務開始の予定期日が当該

申請の認定の日から起算して１年６月を経過する日の属する年

の末日の前日までの申請の上記３⑾の基準への適合の度合いは

、業務開始の予定期日が当該申請の認定の日から起算して１年

６月を経過する日の属する年の末日である申請と同程度とする

。 

⑵ 上記３⒂の規定による当該超高精細度テレビジョン放送の業

務に係る申請の審査に当たっては、業務開始の予定期日が当該

申請の認定の日から起算して１年６月を経過する日の属する年

の末日の前日までの申請の上記３⒂の基準への適合の度合いは

、業務開始の予定期日が当該申請の認定の日から起算して１年

６月を経過する日の属する年の末日である申請と同程度とする

。 

⑶ 上記３の「その他放送の普及及び健全な発達への寄与の程度

」の審査については、上記３⑺の基準への適合性がより高い申

請を優先するものとする（上記３に掲げる各基準への適合の度

合いが総合的に同程度となる場合に限る。）。 

⑶ 上記３の「その他放送の普及及び健全な発達への寄与の程度

」の審査については、上記３⑼の基準への適合性がより高い申

請を優先するものとする（上記３に掲げる各基準への適合の度

合いが総合的に同程度となる場合に限る。）。 

６ ［略］ ６ ［同左］ 

［⑴～⑷ 略］ ［⑴～⑷ 同左］ 

⑸ 上記２⑷及び３⑺の規定は、高精細度テレビジョン放送を行

う衛星基幹放送の業務に係る申請に関し比較審査を行う場合に

⑸ 上記２⑷及び３⑼の規定は、高精細度テレビジョン放送を行

う衛星基幹放送の業務に係る申請に関し比較審査を行う場合に
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限り、適用することとする。 限り、適用することとする。 

［削る］ ⑹ 上記３⑶の規定に基づき、一の者が法人又は団体の議決権を

有しているか否かの判定については、第６条⑸後段の規定を準

用することとする。 

⑹ 衛星基幹放送における既存の放送番組の画質の向上を目的と

する申請（併せて番組内容の更なる充実を図ろうとするものを

含む。）であって、当該申請と同時に、当該申請について認定

を受けることを停止条件として当該既存の放送番組に係る衛星

基幹放送の業務を廃止する旨を届け出ているもの（放送法施行

規則第76条第５項第４号の規定に基づき、総務大臣が別に告示

するときを定める等の件（平成11年郵政省告示第776号）第２号

８を適用する場合を除く。）は、上記３⑵の基準に適合するも

のとみなすこととする。 

⑺ 衛星基幹放送における既存の放送番組の画質の向上を目的と

する申請（併せて番組内容の更なる充実を図ろうとするものを

含む。）であって、当該申請と同時に、当該申請について認定

を受けることを停止条件として当該既存の放送番組に係る衛星

基幹放送の業務を廃止する旨を届け出ているもの（放送法施行

規則第76条第５項第４号の規定に基づき、総務大臣が別に告示

するときを定める等の件（平成11年郵政省告示第776号）第２号

８を適用する場合を除く。）は、上記３⑶の基準に適合するも

のとみなすこととする。 

⑺ 上記３⑹の規定は、テレビジョン放送を行う衛星基幹放送の

業務に係る申請に関し比較審査を行う場合に限り、適用するこ

ととする。 

⑻ 上記３⑻の規定は、テレビジョン放送を行う衛星基幹放送の

業務に係る申請に関し比較審査を行う場合に限り、適用するこ

ととする。 

⑻ 東経110度ＣＳ放送に係る衛星基幹放送の業務を行う申請に関

する比較審査を行う場合については、上記３⑽の規定は適用し

ない。この場合においては、上記３の審査については、上記３

（⑽を除く。）に掲げる基準のほか、衛星基幹放送における既

存の放送番組の画質の向上を目的とする高精細度テレビジョン

放送を行う衛星基幹放送の業務に係る申請に関する比較審査を

行う場合に限り、当該申請に係る高精細度テレビジョン放送の

業務に係るトランスポンダ数から次に掲げるトランスポンダ数

⑼ 東経110度ＣＳ放送に係る衛星基幹放送の業務を行う申請に関

する比較審査を行う場合については、上記３⒁の規定は適用し

ない。この場合においては、上記３の審査については、上記３

（⒁を除く。）に掲げる基準のほか、衛星基幹放送における既

存の放送番組の画質の向上を目的とする高精細度テレビジョン

放送を行う衛星基幹放送の業務に係る申請に関する比較審査を

行う場合に限り、当該申請に係る高精細度テレビジョン放送の

業務に係るトランスポンダ数から次に掲げるトランスポンダ数
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の合計を引いたトランスポンダ数がより小さいものであること

とする基準について審査を行うこととする。 

［ア・イ 略］ 

の合計を引いたトランスポンダ数がより小さいものであること

とする基準について審査を行うこととする。 

［ア・イ 同左］ 

⑼ 上記３⑾の規定による審査に当たっては、業務開始の予定期

日が当該申請の認定の日から起算して６月を経過する日の属す

る月の末日までの申請の上記３⑾の基準への適合の度合いは、

業務開始の予定期日が当該申請の認定の日から起算して６月を

経過する日の属する月の末日である申請と同程度とする。 

⑽ 上記３⒂の規定による審査に当たっては、業務開始の予定期

日が当該申請の認定の日から起算して６月を経過する日の属す

る月の末日までの申請の上記３⒂の基準への適合の度合いは、

業務開始の予定期日が当該申請の認定の日から起算して６月を

経過する日の属する月の末日である申請と同程度とする。 

⑽ 上記３の「その他放送の普及及び健全な発達への寄与の程度

」の審査については、上記３⑼の基準への適合性がより高い申

請等を優先するものとする（上記３⑴から⑾までの各基準への

適合の度合いが総合的に同程度となる場合に限る。）。 

⑾ 上記３の「その他放送の普及及び健全な発達への寄与の程度

」の審査については、上記３⒀の基準への適合性がより高い申

請等を優先するものとする（上記３⑴から⒂までの各基準への

適合の度合いが総合的に同程度となる場合に限る。）。 

７ ＢＳ放送（超高精細度テレビジョン放送以外のテレビジョン放

送に限る。以下同じ。）であって、右旋円偏波の電波の周波数を

使用するものに係る業務の認定に際しては、上記１から３（⑾を

除く。以下この７において同じ。）までに掲げる基準によるほか

、以下によること。 

［新設］ 

⑴ ＢＳ放送に係る衛星基幹放送の業務の認定の審査については

、上記２に掲げる基準のいずれにも適合する申請のうち、ＢＳ

放送の既存の放送番組の画質の向上を目的とする、使用するト

ランスポンダ数が 0.25 である高精細度テレビジョン放送を行う

衛星基幹放送の業務に係るものであって、申請者が、申請と同

時に、当該申請について認定を受けることを停止条件として当

該申請者のＢＳ放送の既存の放送番組に係る当該放送の業務（

［新設］ 
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高精細度テレビジョン放送を行うものを除く。）を当該認定の

日から起算して３年を経過する日までに廃止する旨を届け出て

いるものに係るトランスポンダ数が 0.125 以上のものを優先す

るものとする。 

⑵ 上記３の「その他放送の普及及び健全な発達への寄与の程度

」の審査については、上記３⑼の基準への適合性がより高い申

請を優先するものとする（上記３に掲げる各基準への適合の度

合いが総合的に同程度となる場合に限る。）。 

［新設］ 

８ 基幹放送普及計画第１の１⑷エ及びオに規定する試験放送（以

下この別紙３において「超高精細度テレビジョン試験放送」とい

う。）の業務の認定に際しては、以下によること。 

７ 基幹放送普及計画第１の１⑷エ及びオに規定する試験放送（以

下この別紙３において「超高精細度テレビジョン試験放送」とい

う。）の業務の認定に際しては、以下によること。 

⑴ 上記１、２⑴及び⑷、３⑷、⑺、⑽及び⑾、４、５並びに６

（⑸に係る部分を除く。）の規定は適用しないものとする。こ

の場合において、上記２中「上記１の審査において同順位とな

った二以上の申請について更に審査を行う必要があるときは、

次に掲げる基準」とあるのは、「次に掲げる⑵及び⑶の基準」

とする。 

⑴ 上記１、２⑴及び⑷、３⑸、⑼、⑿、⒁及び⒂、４、５並び

に６（⑸に係る部分を除く。）の規定は適用しないものとする

。この場合において、上記２中「上記１の審査において同順位

となった二以上の申請について更に審査を行う必要があるとき

は、次に掲げる基準」とあるのは、「次に掲げる⑵及び⑶の基

準」とする。 

⑵ 上記３の審査については、上記３（⑷、⑺、⑽及び⑾を除く

。以下同じ。）に掲げる基準のほか、次に掲げるア及びイの基

準について審査を行うこととする。また、上記３の「その他放

送の普及及び健全な発達への寄与の程度」の審査については、

次に掲げるアの基準への適合性がより高い申請等を優先するも

のとする（上記３に掲げる基準並びに次に掲げるア及びイの基

準の各基準への適合の度合いが総合的に同程度となる場合に限

⑵ 上記３の審査については、上記３（⑸、⑼、⑿、⒁及び⒂を

除く。以下同じ。）に掲げる基準のほか、次に掲げるア及びイ

の基準について審査を行うこととする。また、上記３の「その

他放送の普及及び健全な発達への寄与の程度」の審査について

は、次に掲げるアの基準への適合性がより高い申請等を優先す

るものとする（上記３に掲げる基準並びに次に掲げるア及びイ

の基準の各基準への適合の度合いが総合的に同程度となる場合



 

11 
 

る。）。 に限る。）。 

［ア・イ 略］ ［ア・イ 同左］ 

 


